
 

 

 

○久留米市地方卸売市場田主丸流通センター条例（抜粋） 

令和２年３月３０日 

久留米市条例第１８号 

 

第７章 久留米市地方卸売市場田主丸流通センター運営審議会 

（久留米市地方卸売市場田主丸流通センター運営審議会の設置） 

第６２条 市場の業務の適正かつ健全なる運営に関し必要な事項を調査審議させるため久留米市

地方卸売市場田主丸流通センター運営審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

２ 審議会は、委員２０名以内をもって組織する。 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

４ 委員は、再任されることができる。 

５ この条例で定めるもののほか審議会の組織及び運営に関し、必要な事項は規則で定める。 

 

 

 

○久留米市地方卸売市場田主丸流通センター条例施行規則（抜粋） 

令和２年６月１９日 

久留米市規則第４７号 

 

第７章 久留米市地方卸売市場田主丸流通センター運営審議会 

（組織） 

第４９条 久留米市地方卸売市場田主丸流通センター運営審議会（以下「審議会」という。）に

委員長及び副委員長各１人を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。 

３ 委員長は、審議会を総理し、審議会の代表とする。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その

職務を代理する。 

 

 

 

 

 

３．概要説明(1) 

【資料１】 



 

（委員の任命） 

第５０条 委員は、次の各号に掲げる者の中から市長が任命する。 

(1) 市議会議員 ３人 

(2) 卸売業者 ２人 

(3) 出荷者 ３人 

(4) 買受人 ３人 

(5) 市職員 １人 

(6) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める者 

２ 委員は、非常勤とする。 

（会議） 

第５１条 審議会は、委員長が招集し、その会議の議長となる。 

（定足数及び表決数） 

第５２条 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。 

２ 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところに

よる。 

（庶務） 

第５３条 審議会の庶務は、田主丸総合支所において処理する。 

（補則） 

第５４条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、委員長が審議会に

諮って定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


